
１　概要

　岡山県では、屋外広告物の落下事故防止のため、令和3年10月1日より対象物件の有資

格者点検を義務付けする条例改正を行いました。この改正により、令和4年9月30日まで

は経過措置として従来の自己点検により更新申請ができますが、有資格者点検の報告が

更新申請の際には必要になります。

２　対象物件

　 更新時に上端が地上から4ｍを超える屋外広告物に有資格者点検が義務付けられます。

　※対象外：①建築物の壁面に直接塗装されたもの　②許可期間が１月以内のもの

　　　　　　③はり紙及びはり札等

　＜有資格者＞

　①屋外広告士

　②屋外広告物点検技能講習修了者

　③1・2級建築士

　④特定建築物調査員

　⑤1級建築施工管理技士

　⑥1級電気工事施工管理技士

　⑦電気主任技術者（1～3種）

３　許可期間

　更新時に有資格者点検を実施した物件は3年になります。

【凡例】 　：有資格者点検 　：自己点検

4m超

4m以下 更新 更新 更新 更新 更新 更新

1年 1年 1年 1年 1年 1年

【必要書類】

　・4m超の次回の更新申請時　　　「有資格者点検結果報告書」

　・4m以下の次回の更新申請時　　　「自己点検結果報告書」

　※自主的に有資格者点検を実施することにより、許可期間を3年に伸ばすことが

　　できます。

更新「3年」 更新「3年」

屋外広告物の更新手続きにおける有資格者点検の実施について(R4.10.1～)

※有資格者の⑤～⑦は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。

点検報告対象

4ｍ



4　施行時期

　・R3.10.1

      更新時の有資格者点検の義務化（経過措置１年間）

　・R4.10.1

      更新時の有資格者点検の義務化を完全施行

5　留意事項

　・点検実施期間は更新の申請前3ヶ月以内になります。

   ・有資格者点検は、国が示した指針により実施してください。

      指針：「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」

　・許可期間が3年の物件は、1年に1回以上自己点検を実施し、その結果を次回更新時

　　まで保管してください。

　・許可手数料の改定はありません。

   ・岡山市、倉敷市とは経過措置期間が異なりますので、ご注意ください。


